
「 行 政 書 士 試 験 」 必 勝 テ キ ス ト １ 正 誤 表     2018 年 10 月 14 日 

頁 位 置 誤 正 

P393  

審 理 員 の 役 割

（ Ⅰ ） 弁 明 書

の 提 出 に つ い

て （ 29 ） の 本

文 8 行 分 

審 査 請 求 人 は 、 送 付 さ

れ た 弁 明 書 に 記 載 さ れ

た 事 項 に 対 す る … （ 中

略 ） … 提 出 し な け れ ば

な ら な い （ 29 Ⅰ ）。  

参 加 人 は 、 審 査 請 求 に

係 る 事 件 に 関 す る …

（ 中 略 ） … そ の 期 間 内

に こ れ を 提 出 し な け れ

ば な ら な い 。 

左 記 削 除 

P393  

審 理 員 の 役 割

（ Ⅰ ） 弁 明 書

の 提 出 に つ い

て （ 29 ） 

 

審 理 員 は 、 審 査 庁 か ら

指 名 を 受 け た と き は 、

処 分 庁 等 に 相 当 の 期 間

を 定 め て 弁 明 書 の 提 出

を 求 め る こ と が で き

る 。 こ こ に い う 弁 明 書

と は 、 処 分 庁 等 が 自 己

の し た 処 分 又 は 申 請 に

対 す る 不 作 為 が 理 由 が

あ り 正 当 で あ る こ と を

説 明 す る 文 書 で あ る 。 

処 分 庁 等 は 、 弁 明 書

に 、 以 下 の 区 分 に 応

じ 、 該 当 事 項 を 記 載 し

な け れ ば な ら な い 。 

弁 明 書 の 区

分 
記 載 事 項 

処 分 に つ い

て の 審 査 請

求 に 対 す る

弁 明 書 

処 分 の 内 容

及 び 理 由 

不 作 為 に つ

い て の 審 査

請 求 に 対 す

る 弁 明 書 

不 作 為 に つ

い て の 審 査

請 求 に 対 す

る 弁 明 書  

処 分 を し て

い な い 理 由

並 び に 予 定

さ れ る 処 分

の 時 期 、 内

容 及 び 理 由 

な お 、 審 理 員 は 、 処 分

庁 等 か ら 弁 明 書 の 提 出

が あ っ た と き は 、 こ れ

を 審 査 請 求 人 及 び 参 加



 
お詫びして訂正いたします。         同文舘出版株式会社  

人 に 送 付 し な け れ ば な

ら な い 。 

P409  最 後 の 行 異 議 申 立 て 再 調 査 の 請 求 

P434  11 行 目 （ 12 Ⅱ ） （ 12 Ⅲ ） 

P434  13 行 目 （ 12 Ⅲ ） （ 12 Ⅱ ） 

P485  

下 か ら 4 行 目

※ 役 員 と は  

の 本 文 

副 知 事 、 副 市 町 村 長 、

選 挙 管 理 委 員 

副 知 事 、 副 市 町 村 長 、

指 定 都 市 の 総 合 区 長 、

選 挙 管 理 委 員 

P490  

■ 条 例 で 定 め

な け れ ば な ら

な い 主 な 具 体

例  の 表 

① 普 通 地 方 公 共 団 体 の

議 会 の 特 別 委 員 会 の 設

置 に 関 す る 事 項 （ 110

Ⅰ ） 

① 普 通 地 方 公 共 団 体 の

議 会 が 、 常 任 委 員 会 、

議 会 運 営 委 員 会 及 び 特

別 委 員 会 を 置 く こ と

（ 109 Ⅰ ） 

P513  

（ Ⅳ ） 長 の 専

決 処 分  表 の

例 外 の 列 、 法

定 代 理 的 専 決

処 分 の 行 （ 右

上 の 枠 内 ） 

長 が 、 副 知 事 又 は 都 市

町 村 長 を 選 任 す る 際 の 

長 が 、 副 知 事 又 は 都 市

町 村 長 及 び 指 定 都 市 の

総 合 区 長 を 選 任 す る 際

の 

P524  
下 か ら 2 行 目

（ 表 の 前 ） 

こ の 場 合 に お い て は 異

議 申 し 立 て も で き る 。 
削 除 

P525  
チ ェ ッ ク ポ イ

ン ト 

異 議 申 し 立 て を す る こ

と も で き る た め 、 行 政

不 服 審 査 法 20 条 が 適 用

さ れ t 異 議 申 立 て の 決

定 を 経 た 後 で な け れ

ば 、 審 査 請 求 は で き な

い こ と に な る （ 異 議 申

立 前 置 主 義 ）。  

行 政 不 服 審 査 法 に お い

て は 、 異 議 申 立 て の 制

度 が 廃 止 さ れ て い る 。

そ れ に 伴 っ て 、 地 方 自

治 法 に お い て も 、 異 議

申 立 て の 制 度 は 廃 止 さ

れ た 。 

P564  
10 行 目 、 11 行

目 
異 議 申 立 て 再 調 査 の 請 求 


